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２０２２年７月１４日に、10月１日からのアルコール検知器設置義務化の時期延期の発表が警察庁からありました。
改めて、白ナンバー義務化に関するアルコール検知器協議会の活動経緯についてご説明致します。

●２０２２年３月３日 アンケートの実施（白ナンバー義務化に伴うアルコール検知器供給状況について）
・アンケート回答社数：アルコール検知器協議会 正会員24社中15社 準会員2社中1社 合計16社
・アンケート結果
供給困難である 14社
主な理由：コロナ禍の影響により、電子部品の調達及び物流混乱による部品納期の遅れ。

2022年度の製造会社の生産計画を超える受注予約の発生。
国内製半導体センサーの供給の限界。生産ラインの増設が間に合わない。
システム・サービスの提供は可能だか、アルコール検知器の提供が不明。

機種によっては供給可能である １社
理 由：販売計画通りであれば対応可能。ただし機種によっては販売計画を大幅に上回った場合に

は、一時的に在庫切れになる可能性あり(2～3ケ月)。
回答できない 1社
理 由：検知器製造メーカーでないため

●２０２２年４月１１日 アンケート結果をもとに、警察庁交通局交通企画課に意見書の提出
（１０月１日からのアルコール検知器設置器期間延長要請）

●２０２２年７月１４日 警察庁より10月１日からのアルコール検知器設置義務化の時期延期の発表
今後の予定として、警察庁として義務化を延期するための道路交通法則規則の付則案をまとめ、
７月１５日から８月１３日まで一般からの意見を募るパブリックコメントを行い最終決定される予定。



【認定品以外のロゴマークの運用に関する今後の対応について】

最近、事務局に下記問い合わせが増えております。

・アルコール検知器協議会の会員企業のアルコール検知器はすべて外部認定を取得しているのですか？
・アルコール検知器協議会は会員企業のアルコール検知器の精度を保証しているのですか？

上記質問事項の理由を確認したところ、ロゴマークの貼付位置や検知器の紹介文などで誤認を与える可能性がある
為、ロゴマーク使用規定9項の4)に当てはまることから、今までの問い合わせ案件及び今後外部より問い合わせが
あった場合には、業務員委員会の調査班とも連携し、幹事会で検討した結果、改善が必要な場合にはその都度改善
依頼をさせて頂きます。ご理解の程、宜しくお願い致します。

※以下、アルコール検知器協議会ロゴ・マーク使用規定抜粋

９．アルコール検知器協議会 ロゴ・マーク使用禁止事項 次に掲げる場合には使用してはならない。
1）飲酒運転や飲酒の問題を著しく助長するような表現が認められる場合
2）アルコール検知器の利用企業や消費者の利益を害すると認められる場合
3）アルコール検知器協議会の信用又は品位を害すると認められる場合
4）会員であるないに関わらず、協議会ロゴやマークがアルコール検知器に関する何らかの誤解や誤

認を招く態様で使用している場合
5）法令や公序良俗に反すると認められる場合
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【誤認を与える例】

・外部認定機器であるかような誤解を招いてしまう。
・アルコール検知器協議会が精度を保証しているような誤解を招いてしまう。

✖ ✖

※ 認定機器でないのにも関わらず、アルコール検知器の近くに協議会のロゴマークを貼付してある

検知器

検知器



【アルコール検知器の近くに協議会のロゴマークを記載する場合】

枠でくくり、アルコール検知器協議会の会員企業であることを記載し、認定品ではないことを明確にする。

○

検知器

アルコール検知器協議会の
会員企業です。



【外部認定機器のロゴマークの変更について】

誤認を与える可能性として、アルコール検知器の外部認定を受けている機器に貼付できる認定機器
ロゴマークが、通常のロゴマークと酷似している為、外部の人が見たときに見極めが難しいとの判
断から下記変更を検討しております。正式に確定したのちに、現在の印刷物などの取り扱いなどを
含めたルール等、別途、皆様にはご連絡致します。

ロゴマークと外部認定機器マークが酷似しており識別がわかりづらい

ロゴマーク 外部認定機器マーク

※変更案

新外部認定機器マーク

※現状


